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1．はじめに

　本校は，大正 12 年 4 月に栃木県立宇都宮工
業学校として開校した。平成 23 年 4 月に県立
高校再編計画により，科学技術を目指す新しい
タイプの高校（科学技術高校）として宇都宮市
南部にある雀宮町に校舎が新設された。現在，
全日制は機械システム系（機械科，電子機械科），
電気情報システム系（電気科，電子情報科），
建築デザイン系（建築デザイン科），環境建設
システム系（環境設備科，環境土木科）の 4系
7学科 8クラス，定時制は工業技術科の 1学科
2クラスが設置されている。
　本レポートは，7学科の代表生徒 11 名で UK

レボテックというプロジェクトチームを編成し，
栃木県教育委員会の「平成 26 年度起業家精神
育成事業」へ，「『サキュールシャワー』商品化
への取組」という内容で応募し，実践したこと
の報告である。

2．サキュールシャワーについて

　本校は，毎年「校内パテントコンテスト」の
実施や「ストップ温暖化アクション」への参加
など，知的財産教育や環境教育に力を入れてい

る。平成 26 年度起業家精神育成事業へ応募す
るにあたり，「全科で取り組めること」，「環境
に関すること」をテーマとして，平成 25 年度
校内パテントコンテストでの入賞作品を参考に
して応募内容を決定した。その概要を図 1に示
す。太陽光パネルや雨樋を利用した水車によっ
て発電した再生可能エネルギーでポンプを稼働
し，予め貯めておいた雨水を屋根に散水し，ま
た回収して循環させる独自の住宅設備システム
である。

起業家精神育成事業の取組
―『サキュールシャワー』商品化への取組―

栃木県立宇都宮工業高等学校

図1　サキュールシャワーの概要
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　川崎市の多摩川河川敷で中学一年生が殺害さ
れた事件を受けて，文科省は 2015 年 2 月末か
ら 3月初旬にかけ，「連絡がとれない児童・生
徒及び校外の集団と関わりがあり生命や身体に
危険が及ぶおそれのある小中高校生」について
緊急調査を実施した。その結果，該当者は全国
で 400 人いるとの報告が各県の教員委員会から
あった。その結果の校種別では，中学生が 243
人，高校生 75 人，小学生 74 人，特別支援学校
8人で，対象者がいない県は 12 県，多い都道
府県は，大阪府 65 人，静岡県 60 人，東京都
36 人であった。この事件に接し「いじめ問題」
や「不登校問題」を，古くて新しい課題として
再考すべきと考え，本書を紹介する。
　いじめは，いつ，どこで起きても不思議がな
いと言われるほど，日常生活に影のように忍び
込んでくる。人間は，軽い意地悪をしたり，相
手を揶揄して快楽を楽しんだり，自分の感情を
他人にぶつけたりもする。しかし人間は，相手
の気持ちになって行動したり，自らの感情や衝
動を抑制でき，さらには，周りの人が気づかせ
てくれることもある。そこで著者は，仮にいじ
めが人間の奥底に潜む業のようなものであった
としても，その業を発現させるか抑制するかは，
家庭，学校，社会にわたる広い意味での教育の
働きかけ次第であると指摘し，「いじめが止め
られる社会」の実現に向けた教育の進むべき道
を示している。
　第 1章「いじめの発見」では，わが国と先進
国の事例を取り上げながら，いじめは昔からあ
ったとすれば，なぜ昔は問題にならなかったの
かとの疑問に答えている。

　第 2章「日本での三つの波」では，1980 年代
半ばの「第 1の波」では，校内暴力の新たな展
開として「いじめ」の概念は確立されたが，人
権問題や差別問題を含め総合的なとらえ方が不
十分だったとしている。「第 2の波」は 1994 年
高額な現金を要求され自殺に追い込まれた愛知
県の中学生の事件を切っ掛けに，いじめは「ど
この学校でも起こりうる現象」として点検が求
められた。「第 3の波」は 2005 年小六女子，翌
年中二男子の自殺が相次いで発生したことを受
け，加害者指導を強化すべく「出席停止措置」
が強化され，また「傍観者も加害者となり得る」
との視点も生まれてきたと指摘している。
　第 3章「いじめとは何か」では，各国の「い
じめ」の定義を比較し，日本の特質を明らかに
し，大人では「いじめ」は用いず「パワーハラ
スメント」や「セクシャル・ハラスメント」を
用いているとし，今後はインターネットによる
誹謗・中傷が新たな「いじめ」を生んできてい
ると警告している。
　第 4章「内からの歯止め，外からの歯止め」
では，「いじめ」問題を，加害者，被害者，傍
観者のように個々人の関係と捉えるのでなく，
「集団全員の問題」として認識することが大切
であると指摘している。
　第 5章「私事化社会と市民性教育」では，経
済が発展し，生活が豊かになると，職業生活だ
けでなく「私」的な生活世界に生きる意味を求
めるようになる。そこで，市民性を育てる教育
が必要となり，地域社会の中で実践的に学ぶ活
動を取り入れる新しい教育場面の必要性を強調
している。
　第 6章「いじめを止められる社会へ」では，
「いじめ」問題に関わるすべての人が，問題の
生成・展開・抑止に責務を負っているという自
覚が何よりも必要であるとまとめている。
（中公新書，新書判，207 頁，740 円＋税） （山下省蔵）

いじめとは何か
―教室の問題，社会の問題―

森田洋司　著
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　システムの特徴である循環（サーキュレーシ
ョン）と散水（シャワー）という 2つの単語か
ら『サキュールシャワー』と命名した。　
⑴　サキュールシャワーの機能
　夏季は，日射により高温となった太陽光パネ
ルに散水し，冷却することにより発電効率の低
下を防止することができる。散水には予め貯め
ておいた雨水を利用する。一般的に 25℃での
発電量を 100％とすると，パネル温度が 10℃上
がる毎に約 4.5％も発電効率が落ちるというデ
ータがある。また，屋根全体にも散水すること
により，屋根及び室内の温度を下げる冷却効果
がある。夏季は屋根の温度が 80℃にも達する
ことがあるが，貯めておいた雨水を散水するこ
とで屋根の温度を下げ，その結果，室内温度が
下がることで冷房のためのエネルギーの節約に
なる。
  冬季は，降雪時に屋根に散水することによる
融雪効果がある。屋根に雪が積もると家屋倒壊
などの危険があり，雪下ろしが必要である。雪
下ろし中の事故が毎年多発しているが，このシ
ステムを稼働し，雪を溶かすことにより雪下ろ
しが不要になり，転落事故の防止や雪下ろしの
ための経費が削減できる。特に高齢者だけで生
活している家庭にとっては有効なシステムであ
る。また太陽光パネルに積もった雪も溶かすこ
とが可能であり，発電効率の低下を防止するこ
とができる。
  このシステムを運用するためのエネルギーに
は太陽光パネルによる発電だけでなく，立樋を
利用した雨水による水力発電による電力も利用
している。
⑵　サキュールシャワー商品モデルの製作
　本活動のプロジェクトチームである UKレボ
テックは，各学科の連携を目的として編成され
た。それぞれの学科で学んだ技術・技能を生か
して商品モデルの製作を行った。機械システム
系は雨樋の水を利用した水力発電装置とバッテ

リーへの充電システム，電気情報システム系は
全体の電気配線，建築デザイン系は木造の住宅，
環境建設システム系は散水システムをそれぞれ
担当し，写真 1のサキュールシャワー商品モデ
ルを試作した。
⑶　サキュールシャワー効果の実験
　太陽光パネル温度と発電量，室内温度につい
ての検証実験を，サキュールシャワーを設置し
たモデルと設置なしのモデルで実施した。実施
日時は 2014 年 10 月 25 日の 12 時 30 分，気温
21℃である。表 1のように，サキュールシャワ
ー設置ありは設置なしに比べてパネルの温度は
8.5℃下がり発電量は 14.8％向上している。室
内温度は 1.8℃ほど低くなっている。真夏時で
はこれらの結果はさらに顕著に表れると考え，
サキュールシャワーによる効果は大きいと思わ
れる。

写真1　サキュールシャワー商品モデル

表1　サキュールシャワー効果の実験結果
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3．商品化に向けた取組

⑴　サキュールシャワーのパンフレット作成
　本商品に関して理解してもらえるよう，わか
りやすく機能を説明し，購買意欲をそそるよう
なパンフレットを作成した。工業系の生徒は，
ものをつくっても，ものをアピールする経験は
あまりないので，とても貴重な経験となった。
⑵　アンケートの実施
　本校の学校祭にて，本システムの実用化に向
けたアンケート調査を一般来校者 100 人に対し
て実施した。アンケートの結果，「購入を希望
するか」では 90％の人が希望する，「いくらな
ら購入するか」については，40％の人が 20 万
円以上でも購入したいと答えていて，サキュー
ルシャワーに対しての関心が高いことがわかる。

　アンケートでは，「図書館などに設置しては
どうか」，「耐久年数はどれくらいか」，「維持費
用はどれくらいか」，「メンテナンス法をわかり
やすくして欲しい」などの意見を頂いた。これ
らの意見を今後の商品化に向けた活動に生かし
て行きたい。
⑶　太陽光発電施設（メガソーラー）の現場見学
　太陽光パネルの理解を深めるために，普段は
見ることができない太陽光発電施設の現場見学
を行った。
　その中で，「積雪，影，落ち葉による日光の
妨げを防ぐために，周りの環境に合わせて設置
する。」「夏場はパネルの冷却を優先することが
大切である。」「太陽光パネルの設置にあたって
は，補助金制度や保険への加入が重要である。」
等，ビジネスとしての大切なことを学習する機
会となった。　　　　
⑷　知的財産に関する講話
　知的財産権に関する基礎的な知識を得ること

写真2　サキュールシャワーのパンフレット

写真3　太陽光発電施設の見学の様子

図2　アンケート「いくらなら購入するか」
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や，知的財産に関する創造力・実践力・活用力
を身に付けることの重要性を理解させるため
に，弁理士による講話を実施した。
⑸　サキュールシャワーの知的財産に関して
　開発したサキュールシャワーについて，どの
ような知的財産権が想定できるかを知るために
弁理士へ相談した。その結果，「実用新案権」
および「商標登録」は可能であるが，「特許登録」
にはもう少し工夫が必要であることがわかった。

4．実践活動の成果発表

⑴　ビジネスプラン・グランプリ
 　日本政策金融公庫主催の「第 2回高校生ビ
ジネスプラン・グランプリ」に出展した。参加
団体は 1717 組あり，その中で準ファイナリス
ト（上位 20 組）に選ばれた。
  グランプリの実行委員会からは，「エコである
ことや全体が連動して機能していること，多彩
なシステムの組み合わせによって複合的にも個
別にも威力を発揮できる点が秀逸である。学校
でのデモンストレーションに加え，連携する地
元企業の声を反映するとさらに良くなると思
う。」という講評をいただいた。

⑵　栃木県工業関係高等学校生徒研究発表大会
　栃木県内の工業系の高校 12 校による，生徒
研究発表大会へ参加し，最優秀賞に選ばれ，さ
らに北関東三県工業高校生徒研究発表大会へも
出場することになった。この大会においては優
秀賞に選ばれた。

写真4　ビジネスグランプリの表彰

写真5　生徒研究発表大会の様子

5．おわりに

　本取組では，7学科間で連携をしながら「『サ
キュールシャワー』商品化への取組」を通して，
起業をしていくために必要な様々な活動を行っ
た。その活動を通して，起業するための具体的
な手法，起業することの楽しさ・難しさ，知的
財産権の重要性，商品化するための実践的なも
のづくりなど多くのことを学ぶことができた。
また，コミュニケーション力，表現力，問題解
決力などの必要性を実感することができた。
　本校で長年にわたり取り組んできた「校内パ
テントコンテスト」や「環境教育」が発展して
今回の成果につながった。今後は企業との連携
を強化し，グローバル化に対応できる人材の育
成を図っていきたい。

（文責　主幹教諭　薄羽正明）
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